
Ⅱ22-B

邦　　貨 外貨１ 外貨２
（千　円） （千米ドル） （千　　　）

24,000 200 0

16,500 150 0

14,550 150 0

 【当該任意拠出金の目的・用途等】

 【拠出先の国際機関名】国連環境計画（UNEP）

2016-B

　これまで，国連環境計画国際環境技術センター（UNEP／IETC）におけるバーゼル条約と水銀に関する水
俣条約の連携に関するプロジェクトについて支援を行った。こうした支援等により，平成27年5月に開催さ
れたバーゼル条約第12回締約国会議（COP12）においては，我が国がとりまとめを主導し，我が国の水銀
廃棄物に係る安定化・固形化技術に関する知見を踏まえた水銀廃棄物の環境上適正な管理に関する技
術ガイドラインが採択される等の具体的な成果が挙がっている。
　なお，水俣条約では，同ガイドラインを考慮して水銀廃棄物の環境上適正な管理を行うことが締約国に
求められており，平成28年3月に開催された水俣条約第７回政府間交渉委員会（INC7）では，同ガイドライ
ンを活用していくことが重要であることが改めて確認されている。
　今後も，バーゼル条約締約国会議等で国際的な議論が行われるもののうち，我が国の国内規制等に大
きな影響を及ぼす議論に関連するプロジェクト等に，引き続き支援を行っていく必要がある。

　拠出金・基金
の名称

有害廃棄物等の環境上適正な管理事業等拠出金

 
【当該任意拠出金等の意義，成果等に関する我が国としての評価】

1米ドル=120円

【備考】
　平成28年度においては，平成27年から議論されている発展途上国における鉛蓄電池の解体による健康や環境へ
の被害に関して，鉛蓄電池の適正な管理に関する技術ガイドラインの策定に関する調査実施に係る経費を支出し
た。

平成26年度 1米ドル= 97円

1米ドル=110円

 【所管官庁担当局課・室名】環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

　当該任意拠出金は，バーゼル条約の基本的な目的である有害廃棄物等の越境移動及び環境上適正な
管理の実施に係る国際的なガイダンスの策定，条約事務局や関係の国際機関が実施するプロジェクトの
実施等について支援することにより，バーゼル条約締約国会議等の下で行われ，我が国の国内規制等の
バーゼル条約実施にも大きな影響を及ぼす有害廃棄物等の環境上適正な管理に係る国際的議論におい
て，我が国が議論をリードすること等を目的としている。

種　　別

平成28年度

【最近３年間の我が国支払額及びＯＤＡ率】

単   位

平成27年度

レート ODA率（％）

　　☑イヤマークのみ　□一部イヤマーク


